
   郡山市集会所整備費補助金交付要綱 

平成８年４月11日制定    

平成15年４月１日一部改正  

平成18年４月１日一部改正  

平成20年４月１日一部改正  

平成26年４月１日一部改正  

平成27年４月１日一部改正  

平成31年４月１日一部改正  

令和３年３月15日一部改正  

令和５年４月１日一部改正  

令和７年４月１日一部改正  

 [市民部市民・ＮＰＯ活動推進課]  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、コミュニティの健全な育成を図るため集会所を整備する町内会、自 

治会その他の自治組織（以下「町内会等」という｡）に対する補助金の交付に関して、郡 

山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則第18号。以下「規則」という｡） 

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、集会所の整備事業とし、次に掲げる要件を備えていな 

ければならない。 

 (1) 町内会等の活動を助長するものであること。 

 (2) 町内会等の自主事業であること。 

(3) 町内会等が維持、保存及び改良の責務を有しているものであること。ただし、集会

所が町内会等の所有でない場合は、無償の貸借物件である場合に限る。 

(4) 集会所の整備事業を実施する方針は、町内会等の総会等において決定したものであ

ること。 

(5) 集会所の整備に係る工事契約の相手方は、町内会等の総会等において決定したもの

であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けた町内会等に 

対しては、当該補助金の交付を受けた年度から起算して５年間は、集会所の整備事業に 

係る補助金を交付しないものとする。 

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 災害等に係る場合 



(2) 本市の事業に係る整備を行う場合 

(3) その他、市長が特に認めた場合 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という｡）及び補助金の額（以下

「補助額」という。）は、別表のとおりとし、補助額は、1,500 万円を限度とする。ただ

し、算出した補助額に 10,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

補助額は予算の範囲内で定める額とする。 

２ 次に掲げるものは、補助対象経費には含めないものとする。 

 (1) 門、さく、へい、植樹等の工事に要する経費  

 (2) 管理人等の居住の用に供する部分の工事に要する経費 

 (3) 集会所（物置等収納に使用する施設を除く。）の照明及び建具（外気と直接接する 

ものに限る。）の工事に要する経費（市長が別に定める基準に適合するＬＥＤ照明、 

断熱サッシ等環境に配慮していると認められる機器を使用している部分に係る経費は

除く。） 

(4) 事務費（設計料を除く｡）及び用地の取得費 

 （補助金交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条に規定する補助金等交付申請書 

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 集会所整備事業計画書（第１号様式） 

 (2) 集会所整備事業収支予算書（第２号様式） 

(3) 建物等図面 

 (4) 費用明細書（２者以上） 

 (5) 現況写真 

(6) 集会所の整備事業を実施する方針を町内会等の総会等において決定した際の議事録 

又は会議録の写し 

(7)  集会所整備に係る工事契約の相手方を町内会等の総会等において決定した際の議事 

録または会議録の写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（軽微な変更の範囲） 

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当す

る変更とする。 

(1) 補助対象経費の総額の10分の２に相当する金額以内の変更 

 (2) 前条に規定する提出書類の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更 

 （補助金交付の条件） 

第６条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりとす 

る。 



 (1) 補助金を目的外に使用してはならない。 

(2) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度か 

ら起算して５年間保存しなければならない。 

（着手届） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事に着手したときは、速やかに補助整備事

業着手届（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1)  工事等請負契約書の写し 

(2) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく建築確認申請を必要とする工事につ

いては確認通知書の写し 

（完了届） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事を完了したときは、速やかに補助整備事

業完了届（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その検査を受けなけ

ればならない。 

(1) 工事写真（施工前、経過及び竣工写真） 

(2) 建築基準法に基づく建築確認申請をした工事については検査済証の写し 

（補助金の交付） 

第９条 市長は前条の検査終了後、速やかに補助金を交付するものとする。 

 （概算払） 

第10条 市長は必要と認めるときは、補助金の交付の決定に係る額の全部又は一部を概算

払の方法により交付することができる。 

 （実績報告） 

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第 

14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ 

ばならない。 

 (1) 集会所整備事業収支決算書（第５号様式） 

 (2) 補助対象経費に係る領収書の写し 

 (3) その他市長が特に必要と認める書類 

 （額の確定） 

第12条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定する補助金等交付額確定通知書

により該当補助事業者に通知するものとする。ただし、確定額が交付決定額と同額であ

る場合は当該通知を省略する。 

 （財産処分の制限） 

第13条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助事業の完了した日の翌

日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）



別表第１に定める耐用年数が経過した日までとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成８年４月11日から施行し、平成８年度以後の年度分の補助金から適 

用する。 

２ 郡山市集会所整備費補助金交付要綱（昭和55年６月20日制定。「旧要綱」という｡）は、

廃止する。 

３ この要綱の施行の日前に旧要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、こ 

の要綱の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月15日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

 

補助対象経費 補   助   額 

１ 新築、増築及び改築工事に要する経 

 費 

基準工事費又は工事実費のうち、いずれ

か低い額の３分の２以内 

２ 模様替及び修繕工事に要する経費 

  （１工事当たり 150,000円に満たない

  ものを除く｡） 

工事実費額の３分の２以内 

３ 土地整備工事に要する経費 

   

１階の床面積の３倍以内の敷地に係るも

ので、基準工事費又は工事実費のうち、い

ずれか低い額の３分の２以内 

４ １から３に定める工事のほか市長が

 特に必要と認めるものに要する経費 

 （１工事当たり 150,000円に満たない

 ものを除く｡） 

 工事実費額の３分の２以内 

５ １から４の工事に係る設計料及び水

 道加入金 

設計料及び水道加入金実費の３分の２以

内 

６ 建物の購入に要する経費  現在価格又は建物取得額のうち、いずれ

か低い額の３分の２以内 

備考 

 １ 補助対象経費１、２（修繕工事を除く｡）、４及び６の経費のうち、人にやさしいま  

ちづくり条例施行規則（平成７年福島県規則第52号）別表第２に規定する整備基準に  

に準じ整備するもの又は特に公共性が高いと市長が認める整備に係る部分については、  

この表の規定にかかわらず、補助額の欄中「３分の２以内」とあるのは「10分の９以  

内」とする。 

 ２ 基準工事費及び現在価格は、別に定める。 

３ 第３条本文の規定にかかわらず、財産区から繰入金があった場合は、同条本文に規

定する補助額に当該繰入金の額を加算した額（以下「補助総額」という。）をもって補

助金の額とする。この場合において、補助総額が1,500万円を超えたとしても、第３条

本文及び補助額の欄の規定は、当該補助総額について適用しない。 

 ４ 建物の購入に要する経費のうち、新築物件の購入についてのみ、建物取得額の３分

の２以内の補助額とする。 

 ５ 公共団体又は第三者から受領した移転補償費、火災等の災害により受領した災害保

険金等は、補助対象経費から控除するものとする。 



 郡山市集会所整備費補助金交付要綱別表に定める基準工事費価格等は、次のとおりとす

る。 

 

 構   造 １㎡当たり基準工事費 摘      要 

基

準

工

事

費 

新
築
・
増
築
・
改
築
工
事 

木   造 154,200円  

鉄 骨 造 161,100円  

鉄筋コンクリート造 161,100円  

土
地
整
備
工
事 

 10,000円  

現

在

価

格 

 
 

建 

物 
購 
入 

現在価格＝１㎡当たり基準工事費単価×延床面積×残存率 

 （残存率とは、基準耐用年数から経過年数を引いたものを基準耐用年数で

割ったものである。基準耐用年数とは、鉄筋コンクリート造５０年、鉄骨造

３８年、木造２４年とする。また、経過年数が基準耐用年数をこえる場合

は、基準耐用年数から経過年数をひいたものは、１として計算する。） 

 


